
別記様式第２号 

 会 議 概 要 

会 議 の 名 称 令和７年 第６回湧別町選挙管理委員会 

開 催 日 時 
令和７年９月２２日（月）１６時００分 開会 

            １６時２０分 閉会 

開 催 場 所 上湧別コミュニティセンター ２階 中会議室 

出 席 者 名 
選管委員  森谷委員長、髙橋委員、西原委員、近藤委員 

事 務 局  坂本事務局長、宍戸事務局次長 

欠 席 者 名 無し 

傍 聴 人 の 数 無し 

会 議 の 内 容 

（１）委員長挨拶 

 

（２）議案審議 

議案第 １ 号 

議案第 ２ 号 

湧別町議会議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画数について 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

（３）審議結果 

議案第１号及び議案第２号は原案のとおり議決。 

会 議 資 料 令和７年第６回湧別町選挙管理委員会議案 

会 議 録 
■ 有 （ □全文筆記   ■要点筆記 ） 

□ 無 

備 考  

 



 

令和７年 第６回選挙管理委員会会議録 

  

会 議 日 時 

令和７年９月２２日（月） 

午後 ４時００分開始 

午後 ４時２０分閉会 

場 所 
上湧別コミュニティセンター 

２階 中会議室 

出 席 委 員 

 

の 氏 名 

森 谷 重 俊 
髙 橋 直 司 
西 原 沙智恵 
近 藤 優 子 

委 員 会 に 

参 与 し た 

書 記 等 の 

氏 名 

坂本事務局長 

宍戸事務局次長 
欠 席 委 員 

の 氏 名 
無し 

付

議

事

件 

議案第 １ 号 

議案第 ２ 号 

湧別町議会議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画数について 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

議    事    の    経    過 

 

・議案第１号及び議案第２号は原案どおり議決。 



 

 

 

令 和 ７ 年 
 

 

 

第６回選挙管理委員会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   令和７年９月２２日（月） 

 

場 所   上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湧別町選挙管理委員会



 

議案番号 件     名 頁 数 

 

議 案 第 １ 号 

 

 

議 案 第 ２ 号 

 

湧別町議会議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画

数の変更について 

 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定に

ついて 

 

１ 

 

 

２ 

 



 

 

議案第１号 

 

湧別町議会議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画数について 

 

 令和７年１０月１９日執行の湧別町議会議員選挙におけるポスター掲示場の掲示

区画数を湧別町選挙ポスター掲示場設置規程（平成２１年選挙管理委員会告示第６

号）第３条第１項の規定により第５回選挙管理委員会議案第９号において１６区画

と定めたが、次のとおり改める。 

 

 

記 

 

 

 湧別町議会議員選挙ポスター掲示場の掲示区画数  １８区画 

 

 

令和７年９月２２日提出 

 

 

                       湧別町選挙管理委員会 

                        委員長  森 谷 重 俊 



 

 

議案第２号 

 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の制定について 

 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

記 

 

別紙のとおり 

 

 

令和７年９月２２日提出 

 

 

                       湧別町選挙管理委員会    

  

委員長  森 谷 重 俊   

 

 

提案理由 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９７条の２の規定に基づき湧別町

選挙事務取扱規程（平成２１年選挙管理委員会告示第２号。以下「規程」という。）

第１６８条に定める当委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選

挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最

高額については、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号。以下「政令」とい

う。）で定める基準に従い、規程において定めているが、公職選挙法施行令の一部を

改正する政令（令和７年政令第２２７号）が令和７年６月２８日に施行され、政令

で定める額等が改正されたことから、規程に定める額等を改正するものである。 



 

湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 

湧別町選挙事務取扱規程（平成21年選挙管理委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）その他の

法令に基づき、湧別町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事

務について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、公職選挙法その他の法令に基づき、湧別町選挙

管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職

選挙法施行令（昭和25年政令第89号）を、「委員会」とは湧別町選

挙管理委員会をいう。 

第２条 この規程において「法」とは公職選挙法（昭和25年法律第10

0号）を、「令」とは公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）を、

「委員会」とは湧別町選挙管理委員会をいう。 

（実費弁償及び報酬の額） （実費弁償及び報酬の額） 

第168条 法第197条の２の規定により委員会が管理する選挙におけ

る選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に

対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次に掲げ

る額とする。 

第168条 法第197条の２の規定により委員会が管理する選挙におけ

る選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に

対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次に掲げ

る額とする。 

(1) 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる実費

弁償の額 

(1) 選挙運動に従事する者１人に対し支給することができる実費

弁償の額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算

出した実費額 

 

エ 略 ウ 略 

オ 宿泊料（食事料２食分を含む。） １夜につき23,000円 エ 宿泊料（食事料２食分を含む。） １夜につき12,000円 



 

改 正 後 改 正 前 

カ 弁当料 １食につき1,500円、１日につき4,500円 オ 弁当料 １食につき1,000円、１日につき3,000円 

キ 茶菓料 １日につき1,000円 カ 茶菓料 １日につき500円 

(2) 略 (2) 略 

(3) 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することが

できる実費弁償の額 

(3) 選挙運動のために使用する労務者１人に対し支給することが

できる実費弁償の額 

ア 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 第１号のアからエまでに掲

げる額 

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第１号のア、イ及びウに掲げる額 

イ 宿泊料（食事料を除く。） １夜につき20,000円 イ 宿泊料（食事料を除く。） １夜につき10,000円 

(4) 選挙運動に従事する者（法第197条の２第２項の規定により報

酬を支給することができる者に限る。）１人に対し支給すること

ができる報酬の額 

(4) 選挙運動に従事する者（法第197条の２第２項の規定により報

酬を支給することができる者に限る。）１人に対し支給すること

ができる報酬の額 

ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき15,000円 ア 選挙運動のために使用する事務員 １日につき10,000円 

イ 専ら法第141条第１項の規定により選挙運動のために使用さ

れる自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する

者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記（法第

197条の２第２項に規定する要約筆記をいう。）のために使用

する者 １日につき20,000円 

イ 専ら法第141条第１項の規定により選挙運動のために使用さ

れる自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する

者 １日につき15,000円 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

 



 

 

湧別町選挙管理委員会告示第  号 

 

 

 湧別町選挙事務取扱規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

 

令和７年  月  日 

 

 

 

                     湧別町選挙管理委員会 

                      委員長 

 

 

 

 

 



 

その他 

 

○次回選挙管理委員会等の日程について 

【年内の選挙管理員会等の開催予定】 

 ・湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙に係る投票用紙の印刷及び裁断に係る立

ち合い 

  （１）日  程  １０月上旬 

  （２）場  所  未定 

 

・湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙関係 

  （１）開催日時  令和７年１０月１３日（月） 午前１０時００分 

  （２）開催場所  上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

  （３）予定案件  選挙時登録等 

 

・立候補届出受理 

（１）日  時  令和７年１０月１４日（火） 午前８時００分 

         （受付時間：午前８時３０分～午後５時００分） 

  （２）場  所  上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

 

・湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙関係 

（１）開催日時  令和７年１０月１４日（火） 午後５時１５分 

  （２）開催場所  上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

  （３）予定案件  湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙における選挙公報の

掲載文の掲載順序の決定 等 

 

・湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙関係 

（１）開催日時  令和７年１０月１６日（木） 午後５時１５分 

（２）開催場所  上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

（３）予定案件  湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙における 

選挙立会人の決定について 

※届出が 10人を超える場合に開催いたします。 

 

 

 

 

 

 



 

・湧別町長選挙及び湧別町議会議員選挙関係 

（１）開催日時  令和７年１０月１９日（日） 選挙会終了後 

（２）開催場所  文化センターＴＯＭ 研修室 

（３）予定案件  当選人決定 

※どちらか一方又は両方が無投票となった場合は、翌日上湧別コミュニティセ

ンター ２階中会議室において選挙会終了後に開催する。 

 

・当選証書付与式 

（１）開催日時  令和７年１０月２０日（月） 午前１０時００分 

（２）開催場所  上湧別コミュニティセンター ２階大会議室 

 

・選挙管理員会委員長選挙 

（１）開催日時  令和７年１１月２５日（火） 午前１０時００分 

（２）開催場所  上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

（３）予定案件  選挙管理員会委員長の選挙及び職務代理者の指定 

 

・北海道政治講座 

（１）開催日時 令和７年１１月２８日（金）予定 時間未定 

（２）開催場所 未定 

 

・定時登録 

（１）開催日時  令和７年１２月１日（月） 午前１０時００分 

（２）開催場所  上湧別コミュニティセンター ２階中会議室 

（３）予定案件  定時登録等 


